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募　
　

集

場
所　

上
里
町
役
場

講
師　

精
神
保
健
福
祉
士
・
社
会
福

祉
士

対
象
者　

児
玉
郡
市
内
在
住
の
か
た

　

①
＝
う
つ
病
に
興
味
・
関
心
の
あ

る
か
た　

②
＝
う
つ
病
の
こ
と
で

困
り
事
、
悩
み
ご
と
を
持
つ
家
族

定
員　

①
・
②
そ
れ
ぞ
れ
30
人

申
込
み　

２
月
18
日（
木
）ま
で

問
合
せ　

町
民
福
祉
課

☎
０
４
９
５
‐
７
７
‐
２
１
１
２

埼
玉
県
北
部
福
祉
事
務
所
の

設
置
に
係
る
お
知
ら
せ

　

埼
玉
県
で
は
、
平
成
22
年
４
月
１

日
か
ら
４
つ
の
福
祉
事
務
所
を
設
置

し
ま
す
。

　

現
在
、
児
玉
福
祉
保
健
総
合
セ
ン

タ
ー
で
実
施
し
て
い
る
福
祉
に
関
す

る
事
務
は
、
平
成
22
年
４
月
１
日
か

ら
北
部
福
祉
事
務
所
（
本
庄
市
前
原

１
‐
８
‐
12
）
で
行
い
ま
す
。

福
祉
に
関
す
る
主
な
事
務

　

生
活
保
護
事
務
、
母
子
寡
婦
福
祉

事
務
、
介
護
保
険
法
施
行
事
務
、
福

祉
施
設
整
備
事
務
な
ど

問
合
せ　

児
玉
福
祉
保
健
総
合
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
９
５
‐
２
２
‐
０
１
０
１

埼
玉
県
福
祉
部
福
祉
政
策
課

☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
３
３
９
１

埼
玉
県
立
児
玉
、
本
庄
高
等

学
校
定
時
制
生
徒
募
集

学
ぶ
意
欲
の
あ
る
人
、
あ
つ
ま
れ
！

　

定
時
制
に
は
、
年
齢
制
限
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
春
、
中
学
校
を
卒
業

す
る
か
た
は
も
ち
ろ
ん
、
中
学
校
を

既
に
卒
業
し
高
等
学
校
の
卒
業
資
格

を
取
り
た
い
か
た
も
、
働
き
な
が
ら

学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
定
時
制
高
校

は
４
時
間
授
業
で
、
給
食
が
あ
り
ま

す
。
修
業
年
限
は
４
年
間
で
す
。

　

ぜ
ひ
一
度
、
学
校
見
学
に
来
て
く

だ
さ
い
。
お
電
話
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

募
集
期
間　

４
月
中
旬
ま
で（
予
定
）

◆
児
玉
高
校

授
業
時
間　

午
後
５
時
35
分
〜

　
　
　
　
　
　
　

８
時
45
分

問
合
せ　

県
立
児
玉
高
等
学
校
定
時
制

☎
０
４
９
５
‐
７
２
‐
１
５
９
１

◆
本
庄
高
校

授
業
時
間　

午
後
５
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　

８
時
45
分

問
合
せ　

県
立
本
庄
高
等
学
校
定
時
制

☎
０
４
９
５
‐
２
１
‐
１
１
９
５

本
庄
准
看
護
学
校

平
成
22
年
度
新
入
生
募
集

准
看
護
師
を
目
指
し
ま
せ
ん
か
？

　

管
内
の
医
療
施
設
に
所
属
す
る
こ

と
に
よ
り
、
納
入
金
の
減
免
措
置
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

　

所
属
な
し
で
も
入
学
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

《
二
次
募
集
》

出
願
期
間　

２
月
22
日（
月
）〜

　
　
　
　
　

３
月
５
日（
金
）

試
験
日　

３
月
９
日（
火
）

問
合
せ　

本
庄
准
看
護
学
校

☎
０
４
９
５
‐
２
３
‐
１
０
４
１

広告

広告は、広告主の責任において町が掲載したものです。

教室日：（月・木）午後３時～
教　室：神川町中新里１７３－７　林ハイツ１F
連絡先：☎74－0350（教室）☎77－1445（自宅）

教室日：（火・金）午後２時～
教　室：神川町元阿保１７０
連絡先：☎77－3340（教室）☎77－1602（自宅）

丹荘教室 元阿保教室

上記期間中に計４回、無料で公文式学習を体験できます。
公文式の大きな目的は、「自分から学習」する力を育てること。「自分でできた！」の体験は
子どもたちに大きな自信を与えてくれます。ぜひ、この機会に公文式を体験してみませんか。
費用は無料ですので、お気軽にお問合せください！

☆春の無料体験学習　受付中☆
２/15（月）～２/28（日）
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発
掘
調
査
で
最
も
多
く
出
土
す
る

の
は
土
器
で
す
。
遺
物
の
多
さ
と
、

時
期
に
よ
っ
て
形
や
文
様
に
特
徴
が

あ
り
、
年
代
を
決
め
る
手
が
か
り
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
の
土
器
の
出
現
は
、
そ
れ

は
縄じ
ょ
う
も
ん
じ
だ
い

文
時
代
の
始
ま
り
で
も
あ
り
ま

す
が
、
今
か
ら
一
万
五
千
年
前
と
も

い
わ
れ
、
世
界
的
に
み
て
も
最
古
の

部
類
に
入
り
ま
す
。

　

粘
土
を
焼
い
て
作
っ
た
土
器
は
、

人
類
が
物
質
の
化
学
的
変
化
を
利
用

し
て
作
り
あ
げ
た
初
め
て
の
製
品
と

い
え
ま
す
。
ま
た
そ
れ
ま
で
の
「
焼

く
・
蒸
す
」
と
い
う
調
理
方
法
に

「
煮
る
」
と
い
う
調
理
法
が
加
わ
り

食
生
活
が
豊
か
に
な
り
ま
し
た
。
土

器
の
発
明
は
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た

の
で
す
。

　

紹
介
す
る
人
面
付
土
器
の
人
面
部

は
、
十じ
ゅ
う
に
が
や
と

二
ヶ
谷
戸
遺
跡
（
大
字
池

田
）
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
約
五
千

五
百
年
前
の
縄
文
時
代
中
期
の
も
の

で
す
。
人
面
部
の
み
で
す
が
、
深ふ

か
ば
ち鉢

の
口こ

う
え
ん
ぶ

縁
部
に
突
起
状
に
つ
け
ら
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

横
長
の
四
角
い
顔（
横
五
・
五
㎝
、

縦
四
㎝
）、
鼻
ら
し
き
出
っ
張
り
、

つ
り
上
が
っ
た
細
い
眼
と
小
さ
な
口

は
微
笑
ん
で
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま

す
。
裏
側
の
頭
に
は
飾
り
の
よ
う
な

文
様
が
あ
り
ま
す
。

　

二
月
二
三
日（
火
）か
ら
収
蔵
品
展

『
十
二
ヶ
谷
戸
遺
跡
の
縄
文
土
器
』

を
開
催
し
ま
す
。
装
飾
性
豊
か
な
中

期
の
土
器
を
展
示
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】

生
涯
学
習
課
文
化
財
担
当

　

☎
０
４
９
５
‐
７
７
‐
２
５
５
９

　

国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金
に

プ
ラ
ス
す
る
公
的
な
年
金
で
す
。

　

自
営
業
な
ど
の
か
た
が
加
入
で
き

る
年
金
制
度
で
、
掛
金
は
定
額
、
年

金
額
も
保
証
、
税
金
が
優
遇
等
有
利

で
安
心
な
年
金
で
す
。

の
掛
金
と
あ
わ
せ
て
口
座
振
替
が
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

保
険
健
康
課

　

☎
０
４
９
５
‐
７
７
‐
２
１
１
３

支
所　

地
域
総
務
課

　

☎
０
２
７
４
‐
５
２
‐
３
２
７
１

熊
谷
年
金
事
務
所

　

☎
０
４
８
‐
５
２
２
‐
５
１
５
８

（
確
定
型
年
金
を
除
く
）

④
納
め
た
期
間
に
見
合
っ
た
年
金
額

が
受
け
取
れ
ま
す
。（
掛
け
捨
て

な
し
）

⑤
収
入
に
応
じ
て
掛
金（
年
金
額
）を

増
減
で
き
ま
す
。

★
基
金
掛
金
と
あ
わ
せ
て
、
国
民
年

金
保
険
料
も
便
利
な
口
座
振
替
で

　

国
民
年
金
基
金
の
掛
金
は
、
口
座

振
替
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
本
体
で
あ
る
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
委
託
を
、
国
民

年
金
基
金
へ
申
し
込
む
こ
と
で
基
金

加
入
で
き
る
か
た

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
60

歳
未
満
の
か
た
。（
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
必
要
）

５
つ
の
メ
リ
ッ
ト

①
掛
金（
月
額
６
万
８
千
円
以
内
）、

年
額
と
も
自
由
に
選
べ
ま
す
。

②
掛
金
は
全
額（
年
額
81
万
６
千
円

ま
で
）社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
、
受
取
る
年
金
額
も
公
的

年
金
等
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

③
掛
金
は
60
歳
ま
で
定
額
、
年
金
額

も
生
涯
に
わ
た
り
保
証
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
に
プ
ラ
ス
す
る
公
的
な
年
金

国
民
年
金
基
金

文
化
財
展
示
室
を
見
る
⑬

̶
 

土ど

き器
（
一
） ̶


